
  

 

バンクに集まった食品や家庭で余っている食品、
地元企業や農家等から提供を受けた食品などです。 
これは、食品ロスの削減に寄与するとともに地域
で課題を抱えた家庭への支援、対象世帯との繋が
り、対象世帯の自立支援、地域で子供を育てるこ
とを目的とします。 
 
対象世帯 ひとり親家庭（児童扶養手当対象世帯） 
実施場所 松伏町ふれあいセンター 
実施時期 ４月、７月、10 月、12 月 

（年４回予定） 
 
 
 
 
 
 
 
 
後援 
・松伏町 
・松伏町教育委員会 
・松伏町社会福祉協議会 
協力 
・松伏町民生委員児童委員協議会 
・松伏町日赤奉仕団 
・松伏郵便局 
・金杉郵便局 
・NPO 法人親子サポートぽっぽ 
・松伏ロータリークラブ 
・松伏町仏教会 
・JA さいかつ 
・東埼玉テクノポリス協同組合 
・埼玉りそな銀行越谷市内各支店 
・藤江農園 
・古谷プレス工業 
・埼玉フードパントリーネットワーク 
・セカンドハーベストジャパン 
 
 
 
 
集める商品の条件 
・賞味期限が明記され期限が１ヵ月以上先の 
未開封のもの 
・包装や外装が破損していないもの 
・常温保存可能なもの 
・生鮮食品(生肉、魚介、生野菜)以外のもの 
 
ご寄付いただきたい食品 
・お米・パスタ・素麺などの麺類 
・缶詰・レトルト食品・インスタント食品 
・食用油・醤油・味噌等調味料 
・お菓子・コーヒー・紅茶等 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


